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青森市分別収集計画 

 

１ 計画策定の意義 

 

近年、我が国における社会経済活動が拡大し、生活が物質的に豊かになる一方で、

排出される廃棄物の多種多様化と増加に伴い、最終処分場の残余容量の逼迫、廃棄

物の焼却施設からのダイオキシン類の発生、不法投棄の増大など、廃棄物をめぐる

様々な問題が指摘されており、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の従来の社会

のあり方や一人ひとりのライフスタイルを見直し、社会における物質循環を確保す

ることが必要不可欠となっている。 

 

このことから、本市では、これまで、ごみの減量化・資源化施策として、「資源

ごみの分別収集」、「資源物集団回収実施団体への支援」、「事業系ごみの有料化」、「粗

大ごみの有料化」、「可燃ごみを対象とした指定ごみ袋制度の全市実施」、「青森市清

掃工場におけるリサイクルできる古紙の搬入制限」などを行うとともに、併せて「出

前講座・環境パネル展」、「清掃ごよみ・啓発用パンフレットの作成・配布」、「広報

あおもりやホームページによる啓発」、「その他のプラスチック分別収集の全市実

施」や、「使用済小型家電・衣類リサイクルの拠点回収」などを実施してきた。 

 

 

その結果、本市の平成２９年度のごみ排出量は１０９，４２２ｔとなり、分別収

集を始める前の平成１２年度の１９２，０３１ｔと比較して約８２，５００ｔ（約

４３％）減少している。 

しかしながら、本市の平成２９年度の市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量は 

１，０４１ｇとなり、平成２９年度の全国平均９２０ｇと比較して１２１ｇ（約１

３％）多く、依然として高い水準にある。 

また、平成２９年度のごみ排出量に占める資源化量の割合、いわゆるリサイクル

率も１６．４％で、平成２９年度の全国平均２０．２％と比較していまだ低い水準

になっている。  

 

本計画は、このような状況の中、一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物の資

源化促進のため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以

下「法」という。）」第８条に基づき、本市の具体的な推進方策を示したものであり、

本計画の円滑な実施により、容器包装廃棄物の減量化を促進することで、本市の将

来都市像及び循環型社会の実現を目指すものである。 
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２ 基本的方向 

 

本計画を実施するに当たっては、廃棄物の排出抑制・再使用・資源化を基本とし、

市・事業者・市民が一体となった協力体制の下に、循環型社会の構築を目指すこと

とします。 

廃棄物の排出から資源化されるまでの各段階において、市・事業者・市民が実施

すべき基本的方向は、以下に示すとおりとします。 

 

 

 ① 排出 

   ・市は、排出抑制策を強化し、また、自らも実施する。 

   ・事業者及び市民は、廃棄物として排出しない方策を実施する。 

 

 

 ② 収集・運搬 

   ・市は、資源化を念頭においた収集・運搬方法を検討・実施する。 

・事業者は、市が指導する方法にしたがって、市の指定する施設に搬入する。 

・市民は、市が行う収集方法に協力する。 

 

 

 ③ 中間処理 

   ・市は、再使用・資源化を念頭においた中間処理方法を検討・実施する。 

 

 

④ 再使用・資源化 

   ・市は、再使用・資源化を図るための方策を検討・実施する。 

   ・市･事業者･市民は、再使用品及びリサイクル品を優先的に利用する。 

 

 

 

３ 計画期間 

 

本計画の計画期間は令和２年度から令和６年度までとする。 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

 （法第８条第２項第２号） 

 

（１） 排出抑制・資源化のための方策 

  容器包装廃棄物の排出の抑制のため、以下の方策を実施する。実施に当たって

は、市・事業者・市民の３者がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力、

連携を図る。 

    各区分における排出抑制・資源化のための方策の概要は、下表のとおりとする。 

 

 

排出抑制・資源化のための方策の概要 

 

区分 排出抑制・資源化のための方策の概要 

市の取組 

１ 体制の確立・整備 

２ 環境活動への協力 

３ 広報、啓発活動の推進 

４ 排出事業者への支援及び指導 

事業者の取組 

１ 環境活動への積極的な参加・協力 

２ エコオフィス化の推進 

３ 拡大生産者責任に基づく事業活動 

４ 環境意識の向上 

市民の取組 

１ 環境活動への積極的な参加・協力 

２ 大量消費型ライフスタイルの見直し 

３ 環境意識の向上 
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（２）市・事業者・市民の役割 

１）市の役割 

市は、事業者、市民のごみ減量化・資源化への取り組みを促進するための施策

を実施するものとする。そのため、地球環境保全、資源の有効利用等の観点を含

めた、日常生活の中でのごみのあり方に対する意識の高揚を目指して、普及・啓

発活動を強化するとともに、地域での資源物集団回収活動の促進等を図る。 
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２）事業者の役割 

事業者は、自らの事業活動により生産した製品・商品等が、地域環境の保全や 

ごみの増加に大きな影響を与えないよう努めなければならない。 

   その方策としては、まず、事業活動に伴って生じるごみを自らの責任において 

適正に処理する、使い捨て商品・容器の製造、販売の自粛や包装の適正化等の徹 

底を進める、さらに資源化可能な製品の開発、再生品の原材料としての利用を促 

進し、かつ回収体制を整備するなど、資源化への取り組みに努めなければならな 

い。 
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３）市民の役割 

市民は、大量消費や大量廃棄型の生活様式を見直し、環境にやさしい商品の選 

択や過剰包装商品購入の自粛により、できる限りごみを発生させない生活様式に 

改善していくことが必要である 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の

収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

これまでのごみの分別排出の状況や事業者・市民の負担などを考え、排出段階で

資源ごみの細分化をせず、大まかな分別で収集を行い、リサイクル施設において細

分別を行うこととする。 

分別収集する容器包装廃棄物の種類と収集に係る分別の区分は、下表のとおりと

する。 

 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
空き缶 

主としてガラス製の容器 

・無色のガラス製容器 

・茶色のガラス製容器 

・その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主としてポリエチレンテレフタレート

（PET）製の容器であって飲料又はしょ

うゆ等を充てんするためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装 

であって上記以外のもの 
その他のプラスチック 

主として紙製の容器であって飲料を充

てんするためのもの（原材料としてア

ルミニウムが利用されているものを除

く。） 

紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって、上

記以外のもの 
紙箱等 

※浪岡地区では、｢ガラスびん｣の分別区分は、｢無色｣｢茶色｣｢その他の色｣に分けている。 
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- 12 - 

 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び 

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み算定方法 

 

 

 特定分別基準適合物等の量の見込み＝ 

 

  直近年度（平成３０年度）の容器包装廃棄物の資源化量×人口変動率 

 

 また、人口変動率は、青森市一般廃棄物処理基本計画（平成３０年３月策定）に

おける人口推計値より、次のとおり設定した。 

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

283,263 人 

（対 H30 年度比） 

99.34％ 

281,153 人 

（対前年度比） 

99.26％ 

279,044 人 

（対前年度比） 

99.25％ 

276,935 人 

（対前年度比） 

99.24％ 

274,830 人 

（対前年度比） 

99.24％ 
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１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 

  分別収集の対象は、以下に掲げる 10 種の容器包装廃棄物とするほか、生きびん

（ビールびん・一升びん）、古紙類（新聞・広告・雑誌）も資源ごみとして分別収

集することとする。 

 

分別収集の実施主体 

 

容器包装廃棄物等の 

種  類 

収集に係る 

分別の区分 

収集・運搬 

段   階 

処理・選別 

・保管等段階 

金 

属 

①主としてスチール製の容器 

空き缶 

市による定期 

収集（委託） 

及び 

集団回収 

並びに 

店頭回収 

市（委託） 

及び 

民間業者 

②主としてアルミ製の容器 

ガ

ラ

ス 

③無色のガラス製容器 

ガラスびん ④茶色のガラス製容器 

⑤その他のガラス製容器 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

⑥主としてポリエチレンテレフタ

レート（PET）製の容器であって飲

料又はしょうゆ等を充てんするた

めのもの 

ペットボトル 

⑦主としてプラスチック製容器包

装であって上記以外のもの 

その他の 

プラスチック 

紙 

類 

⑧主として紙製の容器包装であっ

て飲料を充てんするためのもの（原

材料としてアルミニウムが利用さ

れているものを除く。） 

紙パック 

⑨主として段ボール製の容器 段ボール 

⑩主として紙製の容器包装であ

って上記以外のもの 
紙箱等 

そ

の

他 

ビールびん・一升びん 
ビールびん・ 

 一升びん 

新聞・広告 新聞・広告 

雑 誌 雑誌 
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（法第８条第２項第６号） 

 

容器包装廃棄物のうち、空き缶・ガラスびん・ペットボトル・その他のプラスチ

ックの選別・圧縮・梱包・保管については、民間業者のリサイクル施設において行

うこととする。 

また、紙類については、民間業者の保管施設を活用し、選別・圧縮等を実施する。 

 

分別収集の用に供する施設計画 

 

 分別収集する容器包装 

廃棄物等の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

容

器

包

装

廃

棄

物 

主としてスチール製の容器 

空き缶 専用回収容器 

トラック 

又は 

パッカー車 

民間業者の 

リサイクル 

施設 

（選別･圧縮･

梱包･保管） 

主としてアルミ製の容器 

無色のガラス製容器 

ガラスびん 
プラスチック

コンテナ 
トラック 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

主としてポリエチレンテレフ

タレート（PET）製の容器であ

って飲料又はしょうゆ等を充

てんするためのもの 

ペット 

ボトル 

専用回収容器

又は 

ネット袋 

トラック 

又は 

パッカー車 
主としてプラスチック製容器

包装であって上記以外のもの 

その他のプラ

スチック 
ネット袋 

主として紙製の容器包装であ

って飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミニ

ウムが利用されているものを

除く。） 

紙パック 

紙ひもで縛る 

トラック 

民間業者の 

保管施設 

（選別･圧縮･

梱包･保管） 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であ

って上記以外のもの 
紙箱等 

そ

の

他 

新聞・広告 新聞・広告 

紙ひもで縛る 

雑 誌 雑誌 

ビールびん・一升びん 
ビールびん・ 

 一升びん 
専用回収容器 （保管） 
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１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

 

   ごみの分別排出、特に資源ごみの分別排出の重要性を事業者・市民に周知し、

分別収集計画を効果あるものにするため、本市は以下の方策を推進する。 

 

 

①  分別排出方法について、事業者・市民が分かりやすい啓発活動を行い、容器包

装廃棄物の回収率の向上を図る。 

 

②  ごみの減量化・資源化に関する各種情報の提供、広報活動の機会、場所、媒体

の多様化、環境教育の推進など、広報・啓発活動の一層の充実を図る。 

 

③  分別排出の徹底を図るため、各町（内）会等と協働しながら、資源ごみの適正

排出について市民への協力を求める。 

 

④  毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定時に 

反映させる。 

 

 

 


